
三朝町告示第95号

令和４年第７回三朝町議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年８月29日

三朝町長 松 浦 弘 幸

１ 期 日 令和４年９月５日 午前10時

２ 場 所 三朝町議会議場

○開会日に応招した議員

森 貴美子 小 椋 泰 志

河 村 明 浩 吉 村 美穂子

松 原 成 利 松 原 茂 隆

能 見 貞 明 石 田 恭 二

山 口 博 藤 井 克 孝

遠 藤 勝太郎 吉 田 道 明

○応招しなかった議員

な し
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第７回 三 朝 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

令和４年９月５日（月曜日）

議事日程

令和４年９月５日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

報告第８号 法人の経営状況について

報告第９号 財政の健全化判断比率等について

例月出納検査の結果報告について

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

陳情第12号 会計年度任用職員の処遇改善に向けた法改正と雇用安定を求める陳情

日程第６ 議案第50号 令和４年度三朝町一般会計補正予算（第４号）

日程第７ 議案第51号 令和４年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第52号 令和４年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第53号 令和４年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第54号 令和４年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第55号 令和３年度三朝町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第56号 令和３年度三朝町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第57号 令和３年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第58号 令和３年度三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第59号 令和３年度三朝町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第60号 令和３年度三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第61号 令和３年度三朝町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第62号 令和３年度三朝町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第63号 令和３年度三朝町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について
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日程第20 議案第64号 令和３年度三朝町水道事業会計決算の認定について

日程第21 議案第65号 令和３年度三朝町国民宿舎事業会計決算の認定について

日程第22 議案第66号 三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等につ

いての町費負担に関する条例の一部改正について

日程第23 議案第67号 三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第68号 三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一部改正について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

報告第８号 法人の経営状況について

報告第９号 財政の健全化判断比率等について

例月出納検査の結果報告について

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

陳情第12号 会計年度任用職員の処遇改善に向けた法改正と雇用安定を求める陳情

日程第６ 議案第50号 令和４年度三朝町一般会計補正予算（第４号）

日程第７ 議案第51号 令和４年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第52号 令和４年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第53号 令和４年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第54号 令和４年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第55号 令和３年度三朝町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第56号 令和３年度三朝町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第57号 令和３年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第58号 令和３年度三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第59号 令和３年度三朝町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第60号 令和３年度三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第61号 令和３年度三朝町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
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日程第18 議案第62号 令和３年度三朝町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第63号 令和３年度三朝町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第64号 令和３年度三朝町水道事業会計決算の認定について

日程第21 議案第65号 令和３年度三朝町国民宿舎事業会計決算の認定について

日程第22 議案第66号 三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等につ

いての町費負担に関する条例の一部改正について

日程第23 議案第67号 三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第68号 三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一部改正について

出席議員（12名）

１番 森 貴美子 ２番 小 椋 泰 志

３番 河 村 明 浩 ４番 吉 村 美穂子

５番 松 原 成 利 ６番 松 原 茂 隆

７番 能 見 貞 明 ８番 石 田 恭 二

９番 山 口 博 10番 藤 井 克 孝

11番 遠 藤 勝太郎 12番 吉 田 道 明

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 新 寛 主事 菅 田 知 佳

説明のため出席した者の職氏名

町長 松 浦 弘 幸 副町長 赤 坂 英 樹

教育長 西 田 寛 司 総務課長 大 村 真優美

地域振興監 青 木 大 雄 会計管理者 朝 倉 紀 夫

財政課長 吉 田 栄 治 町民課長 山 口 良 輔

建設水道課長 藤 井 和 正 健康福祉課長 矢 吹 和 美
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企画課長 村 上 隆 史 観光交流課長 藤 井 紀 好

農林課長 安 田 寛 総務課参事 角 田 正 紀

教育総務課長 山 中 恵 子 社会教育課長 山 本 達 哉

図書館長 毛 利 純 代表監査委員 岸 田 昌 樹

午前１０時０５分開会

○議長（吉田 道明君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和４年第７回三朝町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の議会を開きます。

本日、届出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。以上、報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田 道明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１１８条の規定により、９番、山口博議員、１０番、藤

井克孝議員を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（吉田 道明君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１５日までの１１日間といたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（吉田 道明君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１５日までの１１日

間と決定いたしました。

１１日間の日程につきましては、お手元にお配りしている日程予定表のとおりといたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（吉田 道明君） 御異議なしと認めます。よって、１１日間の日程は、日程予定表のとお

りと決定いたしました。

・ ・
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日程第３ 諸般の報告

○議長（吉田 道明君） 日程第３、諸般の報告を行います。

報告第８号、法人の経営状況について、報告第９号、財政の健全化判断比率等について、町長

から報告を求めます。

松浦町長。

○町長（松浦 弘幸君） おはようございます。報告案件について申し上げます。

報告第８号、法人の経営状況について申し上げます。この報告は、町出資の法人であります有

限会社グリーンサービスについて、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、令和３年

度における決算の状況並びに令和４年度の事業計画及び予算について、本議会に報告するもので

ございます。

報告第９号、財政の健全化判断比率等について申し上げます。この報告は、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づく、令和３年度の決算による健全化判断比率

及び同法第２２条第１項の規定に基づく、令和３年度の決算による公営企業の資金不足比率の状

況を本議会に報告するものでございます。よろしく御理解を賜りたいと存じます。

○議長（吉田 道明君） 進行いたします。

例月出納検査の結果報告について、監査委員から、令和４年７月分の報告書が提出されており

ますので、閲覧願います。

・ ・

日程第４ 行政報告

○議長（吉田 道明君） 日程第４、行政報告を行います。

松浦町長。

○町長（松浦 弘幸君） 行政報告を申し上げます。

初めに、新型コロナウイルス感染症は爆発的に感染が拡大し、町内の施設でもクラスターが発

生しました。クラスターが発生した施設では、県のクラスター対策チームの立入調査を受け、指

摘事項を改善した感染予防対策を講じて再開しています。また、６０歳以上の高齢者等を対象と

した４回目となるワクチン接種は順調に進んでおり、この秋には２回目までのワクチン接種を完

了した方全員を対象とした新たな接種が始まる予定です。今後も町民皆さんに早期に接種いただ

き、安心して生活できるよう努めてまいりたいと思います。

８月４日には、ラジウムの恩恵とキュリー夫人の遺徳に感謝する第６５回キュリー祭式典を町

総合文化ホールで開催しました。式典には、在日フランス大使館のカリン・グラン原子力担当官
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をはじめ、町内外から約１３０名の来賓の皆様に御出席いただき、キュリー祭や、本町とフラン

スとの３０年を超える友好の歴史をたたえる御祝辞を賜りました。また、キュリー祭イベントに

つきましても、一部は中止となったものの、７月３１日には花火の打ち上げが行われ、温泉街に

は多くの観光客や町民の皆さんでにぎわいました。今後もキュリー祭の歴史とその意義を大切に

し、末永く続けていかなければならないと考えております。

１２代目となる新しい国際交流員クリソン・メリサさんが８月２４日に着任されました。メリ

サさんには、フランス語教室やフランスの文化紹介等による町民の国際感覚の醸成や子供たちの

国際交流活動の推進に活躍していただけるものと期待しています。

最後に、７月から高齢者見守りサービス実証事業をスタートさせました。この事業では、御協

力いただく高齢者世帯の御自宅に専用センサーを設置して、離れて暮らす家族がスマートフォン

アプリで確認しながら見守りを行います。実際に利用する中で得られた改善点などを踏まえて、

来年度以降の本格実施を目指していきます。町内でも高齢者のみの世帯が増加傾向にありますが、

御本人も離れて暮らす御家族も共に安心して暮らせるよう、今後も安心・安全や利便性の向上に

努めてまいります。

以上、行政報告といたします。

・ ・

日程第５ 陳情の委員会付託

○議長（吉田 道明君） 日程第５、陳情の委員会付託を行います。

陳情第１２号、会計年度任用職員の処遇改善に向けた法改正と雇用安定を求める陳情、この陳

情は、総務教育常任委員会に付託いたします。

・ ・

日程第６ 議案第５０号 から 日程２４ 議案第６８号

○議長（吉田 道明君） お諮りいたします。議事の進行上、この際、日程を変更して、日程第６

から日程第２４までの１９件の議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（吉田 道明君） 御異議なしと認めます。よって、この際、日程を変更して、日程第６か

ら日程第２４まで、すなわち議案第５０号から議案第６８号までの１９件の議案を一括議題とい

たします。

町長からの提案理由の説明を求めます。
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松浦町長。

○町長（松浦 弘幸君） 今期定例会に提案いたしました令和４年度の補正予算案、令和３年度の

決算の認定等１９件の諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げ、御理解を賜りたいと存

じます。

議案第５０号、令和４年度三朝町一般会計補正予算（第４号）について、概要を申し上げます。

初めに、新型コロナウイルス感染症対策関係費でございます。今期補正予算では、徐々に緩和、

再開の動きが見え始めたインバウンド誘客対策に係る経費を支援するほか、議会・行政のデジタ

ル化の一層の推進に必要な措置を講じようとするものです。

その他の事業につきましては、親元で新規就農を目指す者の研修に対し支援を行うほか、豪雨

災害等の復旧・復興に向けて必要な措置を講じようとするものでございます。

以上が今回の補正の主な内容でございますが、これらの財源については、国・県補助金や基金

等の調等を行うこととし、今期補正予算では、歳入歳出それ等れ ０４７等等を等加し、補正後

の予算の総のを６９の ４５９等 ０００等とするものでございます。 

議案第５１号、令和４年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、

新型コロナウイルス感染症対策関連経費を計上するほか、令和３年度決算に伴う所要の調等を行

うものでございます。

議案第５２号、令和４年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

令和３年度に交付を受けました国庫支出金等ののが確定し、返還金が生じましたので、必要な調

等等を行うものでございます。

議案第５３号、令和４年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

早期に改良が必要な施設が生じたため、所要の経費を計上するものでございます。

議案第５４号、令和４年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、施

設等備に必要な経費を実績見込みにより増のするほか、令和３年度決算に伴う所要の調等を行う

ものでございます。

議案第５５号から議案第６５号までの１１件の議案につきましては、令和３年度の三朝町の各

会計の決算について、それ等れ関係法の規定に基づき、町の監査委員の審査を受けましたので、

その意見を付して本議会の認定に付するものでございます。

なお、これらの決算の認定につきましては、令和３年度に取り組みました各種事務・事業等の

実施状況とその成果を別途決算説明資料においても説明いたしておりますので、併せて御覧いた

だき、御理解を賜りたいと存じます。
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議案第６６号、三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等について

の町費負担に関する条例の一部改正につきましては、公職選挙法施行令の一部が改正されたこと

に伴い、三朝町議会議員及び三朝町長の選挙における町費負担の上限のについて、所要の改正を

行うものでございます。

議案第６７号、三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、国の要件緩

和に準じて、所要の改正を行うものでございます。

議案第６８号、三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一部改正につきましては、指導

員の定員を変更するため、所要の改正を行うものでございます。

以上、今期定例会に提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げました。よろ

しく御審議の上、それ等れ可決、認定賜りますようお願いいたします。

○議長（吉田 道明君） しばらくお待ちください。

次に、ただいま議題となっております令和３年度三朝町一般会計歳入歳出決算、各会計の決算

及び令和３年度財政健全化について、監査委員から決算審査の意見を求めることといたします。

岸田代表監査委員。

○代表監査委員（岸田 昌樹君） 監査報告を申し上げます。

令和３年度の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算の審査につきましては、別途審

査意見書で述べておりますとおり、歳入歳出決算書とそれに附帯する関係調書などの計数は、関

係書類と照合した結果、誤りのないものと認められます。

概要について申し上げます。

初めに、一般会計について申し上げます。令和３年度の決算は、前年度と比較して、歳入では

およそ４の ０００等等、歳出ではおよそ４の ０００等等と、いおれも大おなおのとなってお 

ります。

歳入及び歳出の特徴的なことを申し上げます。全体では、前年度に情報通信基盤設備改修事業、

ＦＴＴＨ方式化の主となる基幹工事が完了したこと、特別定の給付金関連事業が終了したことが

大きく、それに伴っての財源の国庫支出金が大きくお少しています。

一方では、新型コロナウイルス感染症対策事業、令和３年７月豪雨に係る災害復旧費が増のと

なっていることが特徴と言えます。また、前年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の予防の

観点から、事業の中止、規模の縮小を余儀なくされたものが多くありました。

歳入におきましては、基幹的収入であります町税と地方交付税において、町税では前年度より

若若お少し、地方交付税は ６００等等余り増加しております。地方若若税及び各種交付金にお
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いては、新たに自動車取得税交付金がい設されています。国庫支出金では、前年度より６の ０

００等等余りお少し、県支出金では前年度より ０００等等余り増加となっております。町０は

前年度より２の等余りお少となっております。

次に、歳出におきましては、総務費が前年度より１２の ０００等等余り大きくお少し、一方

で、教育費では１の ０００等等余り、災害復旧費では２の ０００等等余り増のとなっており 

ます。諸支出金の基金費でお０基金にま立金として１の ０００等等余り増のま立てしておりま

す。

次に、財政の構造について申し上げます。町０の状況として、発行のが償還のをやや上回り、

年度末お０高は前年度より ０００等等余りの増のとなっております。

次に、経常的収支の状況でございます。経常的収入のの一般財源は前年度より増加し、経常的

支出のの一般財源の増加のを上回るために、経常的収支比率は⒍２ポイント改善し、７⒐０％と

なっております。

次に、特別会計について申し上げます。国民健康保険事業は、療養給付費が前年に引き続きお

少していることが特徴と言えます。後期高齢者医療事業では、被保険者数のお少傾向が続き、介

護保険事業の介護認定率は２割を超える高い水準が続いています。温泉配湯事業を除く簡易水道

事業、下水道事業及び集落排水処理事業にあっては、一般会計からの繰入金により収支が保たれ

ており、一般会計からの支援は欠かせないものと思います。

次に、公営企業会計について申し上げます。水道事業会計では、収益は前年度より若若増加し

たものの、費用においても前年度より増加しており、収支においては当年度純利益を計上したも

のの、黒字のは３００等等程度の僅かのとなっております。国民宿舎事業会計におきましては、

一般会計からの支援や納付金の調等がありましたが、当年度純損失を計上する決算となっており

ます。指定管理期間の５年が終了し、指定期間が延長されているが、早急に指定管理者と協議を

行い、明確な方向性を決定することが急がれます。

次に、財産調書について申し上げます。土地、建物の状況、有価証券及び出資金による権利並

びに各基金の状況について、財産台帳、株券、出資証券、預金通帳など関係書類と照合・確認し、

財産調書に誤りなく記載されていることを確認いたしました。

最後に、令和３年度決算における財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率について、

審査結果を申し上げます。健全化判断比率及び資金不足比率はいおれも適正に算定され、その算

定の基礎となる事項を記載した書類は、いおれも誤りなく作成されているものと認めます。各指

標の算定結果につきましては、法に定める基準を下回っており、この法律に定める財政の健全化
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は保たれていると言えます。

以上で令和３年度の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の歳入歳出決算についての審査

と、あわせて財政の健全化判断比率及び資金不足比率についての審査結果の報告といたします。

なお、詳細につきましては、別冊の審査意見書を御覧いただきたいと存じます。終わります。

○議長（吉田 道明君） 続きまして、議案の順序により細部説明を求めます。

議案第５０号について、吉田財政課長。

○財政課長（吉田 栄治君） 議案第５０号、令和４年度三朝町一般会計補正予算（第４号）につ

いて御説明申し上げます。

議案書２７ページを御覧いただきたいと思います。今回の補正のにつきましては、既定の予算

のに歳入歳出それ等れ ０４７等等を等加し、歳入歳出予算の総のを６９の ４５９等 ０００  

等とするものでございます。

歳入歳出補正予算の主な内容を事項別明細書等により御説明させていただきます。

歳出から御説明申し上げます。

初めに、新型コロナウイルス感染症対策関連費でございます。３７ページ、一番上、事務局特

別経費及び、中ほどにございます行政事務デジタル化推進事業でございます。議会・行政のデジ

タル化の一層の推進を図るため、ペーパーレス化やウェブ会議等を活用し、コロナ禍においても

継続して情報共有を行うことができる環境等を等備しようとするものでございます。

また、３９ページ、一番下、外国人観光客誘致対策事業としまして、中部１市４町と鳥取中部

観光推進機構が連携して、インバウンド誘客対策を行うこととしており、県の支援制度と協調し

た支援対策を講じることとしております。そのほか、保育所等におきまして、感染予防対策を継

続・強化するための経費を計上しております。

そのほかの事業につきましては、戻っていただき、３７ページ、中ほど、国際感覚のあるみさ

さっ子育成事業としまして、児童生徒の国際感覚を養い、次代を担う人材育成を図ることを目的

に、フランス、ラマルー・レ・バン町及び台湾、台中市石岡区とのオンライン等による交流や食

文化体験等に必要な経費を計上するものです。また、３８ページ、中ほど、２０２４年度に開催

されるねんりんピックとっとり大会におきまして、本町はペタンク競技の会場として準備・運営

等を行うことから、大会及び準備を等滑に進めるため、本年度の開催地を視察するために必要な

経費を計上しております。

次に、３９ページ、中ほど、新規就農者総合支援事業につきましては、地域農業の担い手を育

成するため、認定農業者等の後継者が親の経営に従事しながら農業研修を行う場合、親元で行う
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就農研修に対して県交付金を活用し、支援を行うものでございます。また、３９ページから４１

ページにかけまして計上している事業の一部につきましては、豪雨や大雪が原因と見られる災害

復旧・復興を行うために必要な費用や復旧を支援するための費用を計上するほか、冬季の除雪に

備えて除雪車両の等備費用を計上しようとするものでございます。

続いて、歳入について主なものを御説明申し上げます。議案書３４ページからになります。

歳入については、地方特例交付金及び普通交付税等の今年度の交付が決定しましたので、それ

等れ所要の調等を行っております。

また、３５ページ、一番上、国庫支出金としまして、新型コロナウイルス感染症対応地方い生

臨時交付金として５４５等 ０００等を等加して計上しております。そのほか、国庫、県支出金

等につきましては、各事業の財源となる補助金等について所要の調等を行っているものでござい

ます。

以上が令和４年度三朝町一般会計補正予算（第４号）の概要でございます。どう等よろしくお

願いいたします。

○議長（吉田 道明君） 議案第５１号から議案第５２号について、矢吹健康福祉課長。

○健康福祉課長（矢吹 和美君） 議案第５１号、令和４年度三朝町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）について御説明を申し上げます。議案書は４３ページからでございます。

４７ページを御覧ください。今回の補正は、歳入歳出それ等れ９２７等 ０００等を等加して、

総のをそれ等れ７の １２７等 ０００等とするものでございます。 

５０ページを御覧ください。歳出でございます。総務費では、国保システムの改修費として１

６等 ０００等を増のしております。次の令和３年度の繰６金が確定をしましたので、財政調等

基金ま立金に８７９等 ０００等を増のをしております。次の保険給付費ですが、新型コロナに

係る係係手当金として対象期間が延長になりましたので、３１等 ０００等を増のしております。

システム改修費及び係係手当金についての財源は全の国費で賄います。以上です。

続いて、議案第５２号、令和４年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について

御説明を申し上げます。議案書は５１ページからでございます。

５５ページを御覧ください。今回の補正は、既定の予算のに歳入歳出それ等れ ９６９等 ０ 

００等を等加し、予算の総のを１２の ０２４等 ０００等とするものでございます。 

５９ページを御覧ください。歳出でございます。包括的支援事業・任意事業費では、町社会福

祉協議会に委託をしております配食サービスの利用者が４月以降も増えておりまして、それに伴

う委託料３６２等 ０００等を増のしております。また、令和３年度の介護保険事業の実績報告
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に基づき、国、県、支払い基金へ返還をするものです。その財源としましては、令和３年度の繰

６金が確定をしましたので、繰６金を ０６４等 ０００等増のし、財政調等基金ま立金を増の 

して調等をさせていただきます。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（吉田 道明君） 議案第５３号から議案第５４号について、藤井建設水道課長。

○建設水道課長（藤井 和正君） 議案第５３号、令和４年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げます。議案書は６１ページからでございます。

初めに、６７ページ、事項別明細書をお願いいたします。今期補正予算では、歳入歳出それ等

れ９７７等 ０００等を増のし、総のを ０７７等 ０００等とするものでございます。  

６８ページをお願いいたします。歳出の簡易水道改良事業費につきましては、西小鹿簡易水道

施設の配水管に漏水が発生していることが判明いたしましたが、漏水箇所調査が困難な区間の延

長約１３０メーターについて、配水管を布設替えしたいものでございます。財源につきましては、

簡易水道事業０及び簡易水道施設改良基金繰入金を予定しているところでございます。以上でご

ざいます。

続きまして、議案第５４号、令和４年度三朝町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。

７６ページをお願いいたします。今期補正予算では、歳入歳出それ等れ ３４０等 ０００等 

を等加し、総のを３の １６０等 ０００等とするものでございます。 

７７ページをお願いいたします。歳出の公共桝設置費につきましては、三朝製作所工場拡張に

伴う公共汚水桝設置工事を実施中でありますが、今後の新築等に伴う公共汚水桝設置に必要な予

算が不足することが想定されますので、工事請負費を増のしたいものでございます。歳入につき

ましては、流域下水道事業負担金、ストックマネジメント事業の財源として過疎０を予定してお

りましたが、過疎０の配分が受けられなかったことに伴い、財源更正を行うほか、令和３年度純

繰６金が確定しましたので、所要の調等を行うものでございます。

以上でございます。どう等よろしくお願いいたします。

○議長（吉田 道明君） 議案第５５号について、吉田財政課長。

○財政課長（吉田 栄治君） 議案第５５号、令和３年度三朝町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、決算説明資料を基に御説明申し上げます。

決算説明資料１ページに、各会計の歳入歳出決算の、実質収支等、決算の概況について掲載し

ております。
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一般会計の実質収支等の状況については、２ページでございます。左側の表でございますが、

歳入歳出差引きのから令和４年度への繰６事業の財源として繰り６すべき財源を除いた実質収支

は約 ２６０等等となっております。

次に、右上の表でございますが、この表は決算に伴う主な指標を掲げております。経常的な一

般財源については、普通交付税等が増となったことから、前年に対して３の ８４６等 ０００ 

等、⒐５％の増となっております。一方、経常的な一般財源を５当した支出は ３８６等 ００ 

０等、⒉４％の微増となっております。これらにより算出されますのが、財政の弾力性を示す指

標として使用されます経常収支比率でございます。今期決算における経常収支比率は、分母とな

る経常的収入が増のしたのに対して、分子となる経常的支出が微増にとどまったことから、７９

％と前年度と比べて下がっております。これは前年度数値にはなりますが、県内町村平均や全国

平均を下回っており、良好な水準であると言えます。

右下の表は、財政の健全化の判断基準となる指標でございます。実質赤字比率は、普通会計に

属する一般会計に生じた赤字のが町の標準的な財政規模に対してどれくらいになるかという比率

でございます。マイナスの表示は黒字であることを表しております。また、連結実質赤字比率は、

公営企業を含む全会計に生じている赤字の大きさを標準財政規模に対する割合で表したもので、

同じくマイナスの表示は黒字であることを表しております。

次に、実質公０費比率ですが、これは町の借入金の返済のの大きさを財政規模に対する割合で

表したもので、⒎９％となっております。小学校等備等、大規模な事業が本格的に実施され、町

０の残高は、今後、増加していくことが予想されますが、過疎０等、有利な地方０を中心に発行

して、公０費負担の軽おに努めてまいりたいと考えております。将来負担比率については、町が

抱えている負０の大きさを財政規模に対する割合で表したもので、マイナスの表示は抱えている

負０より返済５当可能な基金が上回っていることを表しております。また、資金不足比率につい

ては、下水道等公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入等の規模と比較して指

標化したもので、今年度においても資金不足は発生しない状況となっております。

次に、３ページに歳入の款ごとの決算のと、特定財源、一般財源の区分等について掲載してお

ります。このうち、自主財源に区分される歳入の合計は約１２の ２１１等等で、自主財源比率

は２⒈１％となっております。自主財源比率は上昇しておりますが、これは自主財源が増となっ

たのに対し、国庫補助金のお少等により依存財源がおとなったことによるものです。

続いて、４ページには、目的別の歳出について、款ごとの決算のと財源内訳等、５ページには、

性質別の決算のと財源内訳等について掲載しております。この中で、人件費、扶助費及び公０費
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を義務的経費と言っておりますが、今期決算における義務的経費ののは約２３の１８９等等で、

歳出合計に占める割合は３⒐３％となっております。

続きまして、６ページ、ま立金現在高の状況を御覧いただきたいと思います。上半分に掲載し

ておりますのが一般会計に属するま立金の現在高でございます。将来の公０費の負担に備えたお

０基金のま立てを増やしたことや、同じく将来の施設の老朽化に伴う維持管理費の増のに備えた

公共施設営公基金のま立てを増やしたこと等により、ま立金の合計のは約３１の ０１２等等と

なっており、前年度に対して約１の ９４５等等の増となっております。

次に、７ページ、一般会計の地方０現在高の状況でございます。令和３年度末の地方０現在高

は約５２の ８０２等等で、前年度に対して ３５６等等の増となっております。また、８ペー 

ジには、特別会計及び企業会計の地方０現在高を掲載しております。

以上、令和３年度の一般会計歳入歳出決算の概要について御説明申し上げました。それ等れの

決算の詳細については、９ページ以降に所管課ごとの主な事業の取組状況を等理しておりますの

で、御確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（吉田 道明君） 議案第５６号から議案第５８号について、矢吹健康福祉課長。

○健康福祉課長（矢吹 和美君） 議案第５６号、令和３年度三朝町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について御説明を申し上げます。決算説明資料は２７１ページから記載をして

おります。

まお、決算の収支の概要につきまして、決算書１、２ページを御覧ください。歳入合計７の

６８０等 ２６４等。

続いて、３、４ページを御覧ください。歳出合計７の８００等 ４０１等。歳入歳出差引き残

のは８７９等 ８６３等でございます。財政調等基金は、令和３年度に４３４等等ま立てをし、

年度末残高が１の ４０７等 １９４等となっております。 

歳入について御説明申し上げます。決算書は５ページからでございます。国民健康保険税収入

済のは１の ７１８等 ９３１等、徴収率は現年度分で９  ⒌７５％でした。令和３年度の新型コ

ロナウイルス感染症に関連しての国民健康保険税のおロにつきましては、１件、２８等 ９００

等をおロしております。

歳出について御説明を申し上げます。決算書は１１、１２ページからでございます。中段下の

保険給付費です。これは被保険者の医療への受診に係るもの、葬祭費、出産費等に係るものです

が、支出済のは５の ０８２等 ５９３等で、前年度に比べて約６８０等等おのをしております。 

令和３年度は、医療費全体ののは前年度より下がっておりますが、被保険者数がお少しておりま
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すので、１人当たりの費用は増のとなっております。

決算書１３、１４ページ、中段、係係手当金ですが、新型コロナウイルス感染症に感染した被

用者への係係手当金として、１件、３等９６０等を支出をしました。

決算書１５、１６ページ、中段、保健事業費では、メタボリックシンドロームなどの予防対策

事業であります特定健診の費用、人間ドック・脳ドックの取組、腎臓予防等の健康講演会の事業

を実施をしております。特定健診の受診率は３⒋１％でした。

決算の詳細については、決算説明資料を御確認いただければと思います。以上です。

続いて、議案第５７号、令和３年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明を申し上げます。決算説明資料は２７８ページです。

この会計は、７５歳以上の被保険者等の保険料を収納し、一般会計からの繰入金を合わせて、

後期高齢者医療広域連合に納付をする会計でございます。

まお、決算の収支の概要につきまして、決算書１、２ページを御覧ください。歳入合計 ８５

９等 ４１２等。

続いて、３、４ページを御覧ください。歳出合計 ８１３等 ８３８等。歳入歳出差引き残の 

４６等 ５７４等でございます。

歳入について御説明を申し上げます。決算書は５ページからでございます。後期高齢者医療保

険料の収入済のは ７４８等 ７００等、徴収率は現年で９  ⒐９５％でした。繰入金は、低所得

者保険料軽お相当のなどについての一般会計からの繰入金でございます。

歳出は、決算書９ページからでございます。後期高齢者医療広域連合納付金は ６４５等 ９ 

９８等となっております。以上です。

続いて、議案第５８号、令和３年度三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

御説明を申し上げます。決算説明資料は２７９ページからでございます。

まお、決算の収支の概要につきまして、決算書１、２ページを御覧ください。歳入合計１１の

５６８等 ０１０等。 

続いて、３、４ページを御覧ください。歳出合計１０の ３３０等 ７６８等。歳入歳出差引 

き残のは１の ２３７等 ２４２等でございます。財政調等基金は、ま立てを１２等 ０００等  

行い、残高は ５４２等等となっております。

歳入について御説明を申し上げます。決算書は５ページからでございます。第１号被保険者の

介護保険料収入済のは１の ７４２等 ７００等、徴収率は現年度分で９  ⒐４９％でした。新型

コロナウイルス感染症に関連しての介護保険料のおロについては、１件、８等 ６００等をおロ
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をしております。このほか、国庫支出金、支払い基金交付金、県支出金、一般会計からの繰入金

など、それ等れの負担割合によって収入をしております。

次に、歳出については、決算書１３ページからでございます。１３、１４ページ、下段の保険

給付費です。要介護１から５の方を対象とした介護サービス費、要支援１、２の方を対象とした

予防サービス費、高の介護サービス費や低所得の施設入所の方を対象とした食費、居住費のおロ

に係る費用などを支出をしております。

決算の詳細については、決算説明資料を御確認いただければと思います。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（吉田 道明君） しばらく休憩いたします。再開を１１時といたします。

午前１０時５３分休憩

午前１１時０２分再開

○議長（吉田 道明君） それでは、再開いたします。

次に、議案第５９号から議案第６２号について、藤井建設水道課長。

○建設水道課長（藤井 和正君） 議案第５９号、令和３年度三朝町簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、決算書で説明させていただきます。決算説明資料は２８５ページからで

ございますので、併せて御覧ください。

決算書２ページをお願いいたします。歳入合計は ９９８等 ２８９等でございます。 

続いて、４ページをお願いいたします。歳出合計は ９９６等 ２８９等を支出しており、５ 

１等 ０００等を１年度に繰り６ししております。歳入歳出差引き残高は１等 ０００等で、全 

の１年度に繰り６すべき財源としており、実質収支のはゼロ等となっております。

５ページからは歳入の明細でございます。主なものといたしまして、給水使用料及び一般会計

繰入金並びに町０でございます。簡易水道改良事業に伴う簡易水道事業０の借入れにより収入が

増のとなっております。

９ページからは歳出の明細でございます。１行目、簡易水道管理費のうち、一般管理費及び維

持修公費につきましては、町内の簡易水道施設の維持管理を行ったものでございます。また、水

道管移転工事費として、坂本地内で実施しております鳥取県の砂防事業に伴う配水管の移転工事

及び公営企業会計移行事業につきましては、令和５年４月に水道事業会計との会計統合の準備の

ため、資産調査等を行っております。以上でございます。

続きまして、議案第６０号、令和３年度三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて御説明いたします。

２ページをお願いいたします。歳入合計は ９５７等 ４４３等でございます。 

続いて、４ページをお願いします。歳出合計は ５１３等 ２７７等を支出しており、歳入歳 

出差引き残高は４４０等１６６等でございます。

５ページから歳入の明細でございます。主なものといたしまして、温泉配湯使用料及び繰６金

でございます。令和２年度決算と比較し、純繰６金がおとなったことにより、収入合計がおとな

っております。

７ページからは歳出の明細でございます。三朝町が管理する温泉配湯施設の維持管理を行い、

安定した温泉配湯に努めております。

以上が温泉配湯事業の決算でございます。

続きまして、議案第６１号、令和３年度三朝町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明をいたします。

２ページをお願いします。歳入合計は３の ０６９等 ０２４等でございます。 

４ページをお願いします。歳出合計は３の６２８等 ９５０等支出しており、 ５１１等 ０  

００等を１年度に繰り６すこととしております。歳入歳出差引き残高は ４４０等 ０７４等で 

ございます。このうち、１００等等は１年度に繰り６すべき財源であり、純繰６金は ３４０等

０７４等となっております。

５ページから歳入の明細でございます。主なものといたしまして、下水道使用料及び国の補助

事業に伴います補助金、一般会計からの繰入金、そして、町０でございます。下水道使用料、現

年分につきまして、収入未済のが増のとなっておりますが、コロナ禍の影響による未納がありま

したが、現在は分納誓約を交わし、収納していただいているところでございます。また、雑入で

は、令和２年度の確定申告に伴い、消費税の還付が発生したため、増のとなっております。

９ページから歳出の明細でございます。１０ページ、１行目、一般管理経費では、消費税の中

間支払いのがおとなっております。

１ページめくっていただき、公共下水道等備事業費のストックマネジメント事業につきまして

は、平成３０年度に策定しました下水道施設の長寿命化計画に基づき、管路の改築などを行った

ものでございます。以上でございます。

最後になりますが、議案第６２号、令和３年度三朝町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、決算書で御説明いたします。

２ページをお願いいたします。歳入合計は１の ６７０等 ０９３等でございます。 
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４ページをお願いします。歳出合計も歳入と同のの１の ６７０等 ０９３等を支出している 

ところでございます。

５ページからが歳入の明細でございます。主なものといたしまして、各処理施設使用料及び一

般会計からの繰入金でございます。

９ページからが歳出の明細でございます。主な内訳といたしましては、１０ページの上から４

行目、公営企業会計移行事業（繰６）では、令和６年４月に下水道事業特別会計との会計統合の

準備として、各排水処理施設の資産調査及び評価業務を行っております。５行下、集落排水施設

復旧費（７月豪雨）では、東小鹿の処理場のり面崩落復旧及び吉尾処理場の陥没修公を行ってい

るところでございます。また、各排水処理施設の維持管理を適正に行い、水質保全をはじめ水環

境の循環型社会の形成に努めているところでございます。

以上が各事業会計歳入歳出決算の御説明でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（吉田 道明君） 議案第６３号について、吉田財政課長。

○財政課長（吉田 栄治君） 議案第６３号、令和３年度三朝町財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について御説明申し上げます。決算説明資料でございます。

１ページを御覧いただきたいと思います。１ページの中央部分に財産区会計として、財産区勘

定ごとの決算状況を掲載しております。各財産区とも各管理会を中心に基本的な管理経費を執行

しているほか、基本財産の処分により、土地使用収益権者交付金として関係集落に交付されてお

ります。

また、各財産区のま立金状況につきましては、決算説明資料の６ページの下のほうにそれ等れ

掲載しておりますので、御確認いただけたらと思います。

以上、簡単ではございますが、財産区特別会計決算の概況について御説明申し上げました。ど

う等よろしくお願いいたします。

○議長（吉田 道明君） 議案第６４号について、藤井建設水道課長。

○建設水道課長（藤井 和正君） 議案第６４号、令和３年度三朝町水道事業会計決算の認定につ

いて、決算報告書で説明させていただきます。

決算報告書の１２ページをお願いいたします。水道事業の総括でございます。損益勘定の収入

では、で館等の営業再開もあり、給水でが１等 ０２４立方メートル増となり、給水収益として

受入れ消費税を受いた決算のとして６７７等 ０００等の増、 ０６０等 ０００等となってお  

ります。そのほか、り職給付引当金がおとなったこともあり、事業収益全体では２３７等 ００

０等増の１の７１７等 ０００等となっております。事業費用、支出では、漏水による修公料の
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増、第６水源改築工事に係るお価償増費の増など、全体で２３７等 ０００等増の１の５９４等

０００等となり、損益勘定の純利益は１２２等 ０００等でございます。令和３年度の新たな 

取組として、コンビニ収納システムの運用を開始、利用者の利便性を向上させました。資本勘定

では、町道改良工事等に併せて、老朽化した配水管布設替え工事を行ったほか、送水ポンプの更

新を行い、安定した水の供給に努めております。

以上、歳入歳出決算について御説明でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（吉田 道明君） 議案第６５号について、吉田財政課長。

○財政課長（吉田 栄治君） 議案第６５号、令和３年度三朝町国民宿舎事業会計決算の認定につ

いて御説明申し上げます。決算説明資料３０３ページから３０５ページを御覧いただきたいと思

います。

平成２９年度から指定管理者による運営に移行したことから、この会計では、企業０等の償還、

指定管理料、お価償増費などの管理的経費を計上しております。指定管理料につきましては、通

常の施設の維持補修費分 ０００等等を支出しております。

以上、簡単ではございますが、国民宿舎事業会計決算の概況について御説明申し上げました。

どう等よろしくお願いいたします。

○議長（吉田 道明君） 議案第６６号から議案第６７号について、大村総務課長。

○総務課長（大村真優美君） 議案書１０１ページを御覧ください。議案第６６号、三朝町の議会

の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての町費負担に関する条例の一部

改正については、公職選挙法施行令の一部が改正され、国政選挙における選挙運動用自動車の借

入れ等に係る公費負担の上限のが改められたことから、三朝町議会議員及び三朝町長の選挙にお

ける町費負担の上限のも同様に改正をするものです。以上です。

次に、議案書１０５ページを御覧ください。議案第６７号、三朝町職員の育児休業等に関する

条例の一部改正については、国家公務員の育児休業の取得に係る要件の緩和等と、地方公務員の

育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業ができる非常勤職員の要件の緩和等、本町

においても同様の措置を取るものです。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（吉田 道明君） 議案第６８号について、角田総務課参事。

○総務課参事（角田 正紀君） 議案第６８号、三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一

部改正について御説明いたします。議案書は１０９ページを御覧ください。

三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例の一部改正につきましては、少子高齢化による人

－２０－



口お少が進む中、近年、道路環境の等備や自家用車の安全運転技術の進歩により、全国的に交通

事故の発生件数がお少傾向にあること、また、町内においても、小学校統合など、社会情勢も変

化していることを鑑み、活動内容の見直しを図るとともに、条例に定める定員数を１４名から１

０名に改めるものでございます。どう等よろしくお願いいたします。

・ ・

○議長（吉田 道明君） 以上で本日の日程は終了しました。

本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。

午前１１時１５分散会

－２１－


